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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インスタントコーヒーを製造する方法であって、
　細挽きの焙煎コーヒー原料を準備することと、
　水性のコーヒー抽出物を準備することと、
　前記細挽きの焙煎コーヒー原料と、前記水性のコーヒー抽出物とを混合して、第１の混
合物を形成することと、
　前記第１の混合物を乾燥させることと、を含み、
　乾燥する前に、前記細挽きの焙煎コーヒー原料が
　（ｉ）水性環境において１分から３時間の持続時間にわたって７０～１００℃の温度に
加熱される、方法。
【請求項２】
　前記細挽きの焙煎コーヒー原料を水性環境で加熱する工程が、前記第１の混合物を加熱
することによって実行される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記細挽きの焙煎コーヒー原料を水性環境で加熱する工程が、
　前記細挽きの焙煎コーヒー原料と、或る量の水とを混合して、前駆混合物を準備する工
程と、
　前記前駆混合物を７０～１００℃の温度で加熱する工程と、を含み、
　前記前駆混合物と前記水性のコーヒー抽出物とを混合することによって、前記第１の混
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合物が形成される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１の混合物を乾燥させる工程が、前記第１の混合物を噴霧乾燥する工程である、
請求項１～３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１の混合物内の総コーヒー固形物が、２５～７５ｗｔ％である、請求項１～４の
いずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１の混合物の５～２５ｗｔ％が、前記細挽きの焙煎コーヒー原料である、請求項
１～５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記細挽きの焙煎コーヒー原料が、１～４０マイクロメートルのＤ５０を有する、請求
項１～６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記加熱の工程（ｉ）において、前記細挽きの焙煎コーヒー原料が、８０～９５℃の温
度に加熱される、請求項１～７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記方法が、乾燥の前に前記第１の混合物にガスを導入する工程を更に含む、請求項１
～８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ガスが窒素及び／又は二酸化炭素である、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ガスが、５～１５ＭＰａ（５０～１５０バール）の圧力で導入される、請求項９又
は請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記方法が前記インスタントコーヒーのパッケージングを更に含む、請求項１～１１の
いずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記方法が、請求項１～１２のいずれか一項に記載の方法に従って製造された、前記イ
ンスタントコーヒーと水性媒体とを接触させることを含む、コーヒー飲料を調製する方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、インスタントコーヒーの製造方法に関連するものである。具体的には、本開
示は、明るい色のクレマを有する風味豊かな飲料を提供するインスタントコーヒーに関連
する。
【背景技術】
【０００２】
　インスタントコーヒー飲料の成分は、消費者の都合に合わせて即時にコーヒー飲料に再
生することができるため、消費者に人気がある。最近のインスタントコーヒー製品（噴霧
乾燥コーヒー及び凍結乾燥コーヒーの両方）は多数存在しており、これらは少量の挽いた
焙煎コーヒーを含有する、液体コーヒー抽出物から形成される。この挽いた焙煎コーヒー
の含有によって、更に深い風味をもたらし、コーヒー豆から調製したばかりの飲料により
近づける。実際に、微粉砕した豆を含有する可溶性コーヒー飲料は、改良された口当たり
など、改良された感覚刺激特性を消費者にもたらし、「本物のコーヒー」、すなわち入れ
たての挽いた焙煎コーヒーにより関連するものとして、市場で肯定的に認められている。
【０００３】
　しかしながら、挽いた焙煎コーヒー原料の含有は、あまり望ましくない結果を有するこ
とが分かっている。例えば、最終的な飲料の外観が過度に暗くなり、表面的に過度に強い
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飲料の外観を与える可能性がある。あるいは、温水で再生するときに形成される泡が非常
に暗く「濁った」ように、つまり、むらがあるように見える。これが、泡がエスプレッソ
のクレマを連想させるものでなくなり、概ね、コーヒーにとっては目障りで異常なものと
見なされる点で問題である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　したがって、コーヒー飲料を形成するための改良されたインスタントコーヒーを提供す
ること、及び／又は従来技術に伴う少なくとも幾つかの問題に取り組むこと、又は少なく
とも、商業的に有用な代替物を提供することが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　したがって、第１の態様では、本開示はインスタントコーヒーの製造方法であって、
　細挽きの焙煎コーヒー原料を準備することと、
　水性のコーヒー抽出物を準備することと、
　細挽きの焙煎コーヒー原料と、水性のコーヒー抽出物とを混合して、第１の混合物を形
成することと、
　第１の混合物を乾燥させることと、を含み、
　乾燥する前に、細挽きの焙煎コーヒー原料を
　（ｉ）水性環境において７０～１００℃の温度に加熱する、又は
　（ｉｉ）水性環境において５～７０℃の温度で
　少なくとも１時間の持続時間にわたって維持する、方法を提供する。
【０００６】
　本発明は、以下で更に詳しく記載される。以下の節では、本発明の異なる態様がより詳
しく定義されている。そのように定義された各態様は、それとは異なる定義が明示されて
いない限り、他の１つ又は複数の態様と結合させることができる。具体的には、好ましい
、又は有利なものとして示されている特徴は、好ましい、又は有利なものとして示されて
いる他の１つ又は複数の特徴と結合させることができる。
【０００７】
　本発明は、細挽きの焙煎コーヒーを含む従来の噴霧乾燥したインスタントコーヒーは概
ね、過度に暗い外観を有する最終飲料をもたらすということを見出した。これは、２つの
要因によるものと推測される。第１に、噴霧乾燥したコーヒーの溶解では、細挽きの原料
の一部が飲料の表面に運ばれ、クレマの一部を形成する。したがって、クレマは、その他
の方法で予期され得るよりも、挽いた焙煎原料を多く含む。第２に、挽いた焙煎原料は、
クレマに存在する水分によって少なくとも部分的に抽出されて、クレマの着色が不必要に
暗い色になる原因となる。
【０００８】
　理論に束縛されるものではないが、このような場合における泡の黒化は、カップの中の
固形の微粉砕したコーヒー粒子が、早期の処理で可溶性固形物から抽出されず、カップ内
の温水によって濾過／抽出されることから発生するものと思われる。このことは、７０℃
未満の温度の水では、目立つほど暗色の問題は存在しないという発見によって支持される
。しかしながら、このポイントを上回る温度では、泡の色が暗くなっていく。
【０００９】
　本発明者らは、新しい方法が、挽いた焙煎原料を含有する従来のコーヒー粉末の風味成
分をすべて備えたインスタントコーヒー組成物を提供するとともに、クレマの着色の問題
を回避することを見出した。したがって、望ましい明るい色の飲料が製造可能となる。
【００１０】
　インスタントコーヒーは、噴霧乾燥したコーヒーであることが好ましい。あまり好まし
くない実施形態では、コーヒーを凍結乾燥したコーヒーにすることができる。ただし、凍
結乾燥したコーヒーは、暗くなる傾向にあるため、本発明の効果があまり明白にならない
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。
【００１１】
　インスタントコーヒーは、泡立ちインスタントコーヒーであることが好ましい。つまり
、インスタントコーヒーは、捕集ガスを含むことが好ましい。ガスは、インスタントコー
ヒー内の細孔に捕集される。泡立ちインスタントコーヒーに到達するには、多様なテクニ
ックを使用できる。泡立ちコーヒー（例えば、Ｊａｃｏｂｓ　Ｖｅｌｖｅｔ（商標）など
の噴霧乾燥したクレマブランド）は、温水で再生するときに形成され、エスプレッソコー
ヒーのクレマに似ている泡層があることで、増大した感覚刺激属性を消費者にもたらす。
【００１２】
　インスタントコーヒーは、形成されるクレマが増加するように、気泡増進剤、すなわち
発泡剤を含むことが好ましい。凍結乾燥したコーヒーを使用するときは、気泡増進剤が含
まれていることが望ましい。これはクレマをもたらすもので、コーヒー粒子の開気孔構造
では、それ以外にクレマを得ることが困難であるためである。気泡増進剤とは、液体を加
えると、泡の形成を誘発する、又は泡を形成するものである。気泡増進剤成分は、炭水化
物及び／又はタンパク質、好ましくは乳タンパク質、並びに捕集ガスを含むマトリックス
を含むことが好ましい。ガスは、液体を加えたときに、周囲条件で増進剤１グラム当たり
、少なくとも約１ｍＬのガスを放出する量であることが好ましい。このような成分は、参
照により本明細書に援用されている国際公開第０１／０８５０４号に開示されている。
【００１３】
　実際に、本発明者らは、泡立ちコーヒーがとりわけ着色したクレマの影響を受けやすい
ことを見出した。理論に束縛されるものではないが、増加した気泡は、クレマにおける挽
いた焙煎コーヒーの割合を高めるために役立つと推測される。本明細書に開示される方法
は、この問題を緩和するために役立つ。
【００１４】
　「クレマ」という用語は、本明細書では、コーヒー飲料に形成される持続的な気泡又は
泡を指すために使用されている。当然のことながら、泡立ちコーヒーの飲料を調製すると
きに、コーヒー飲料の泡が従来のクレマよりも顕著なものになり得るが、本明細書では一
貫性を保つために、クレマと呼んでいる。
【００１５】
　本明細書に開示されている方法は、インスタントコーヒーを製造するためのものである
。インスタントコーヒーは、当該技術分野において周知であり、この用語は可溶性コーヒ
ーと同義である。顆粒状のこのようなコーヒーは、水性媒体で再生して飲料を提供するこ
とができる。概して、可溶性コーヒーを再生して一杯のコーヒーを提供するための水性媒
体は高温であり、これが気分を安らげる最終飲料を提供する。
【００１６】
　本方法は、細挽きの焙煎コーヒー原料を準備する工程を含む。原料は、焙煎してから挽
いたコーヒー豆から生じる。コーヒーの炒り方及び挽き方のテクニックは、当該技術分野
において周知である。挽いた焙煎コーヒー原料は、本明細書では多くの場合、微粉砕コー
ヒーと呼ばれている。
【００１７】
　微粉砕コーヒーは、１～４０マイクロメートルの粒径（Ｄ５０）、より好ましくは５～
１５マイクロメートルを有することが好ましい。Ｄ５０は、粒径分布を体積に基づいて特
徴付けるために使用される従来の方法である。具体的には、Ｄ５０は、平均最長粒径の値
であり、体積に基づいて粒子の半分は、この値よりも大きいサイズを有し、半分は小さい
サイズを有する。
【００１８】
　微粉砕コーヒーは、好ましくは３０～１００マイクロメートルの粒径（Ｄ９０）、より
好ましくは４０～６０マイクロメートルを有する。Ｄ９０の測定は、体積に基づいて粒子
の９０％は、この値を下回る粒径を有し、１０％は上回る値を有する。したがって、Ｄ９
０及びＤ５０の測定が類似していると、粒径分布はピークの幅が狭くなる。
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【００１９】
　Ｄ１０及びＤ９０の値は、レーザー回析によって測定することができる。測定は、湿式
のＭａｌｖｅｒｎ回析計（ブタノール）を使用して行われる。
【００２０】
　また、本発明者らは、挽くサイズを大きくした（１００マイクロメートルのＤ５０など
）微粉砕コーヒーを使用することにより、問題が緩和される可能性があることを見出した
。ただし、そのようなより大きい微粉砕コーヒー粒子は概ね、カップ内に沈殿し、濾過／
抽出に対して低減された比表面積を有する。これは、微粉砕物を含めることによる感覚刺
激特性を低下させ、カップ内沈殿を増やし、口当たりを低下させる。
【００２１】
　本方法は、水性のコーヒー抽出物を準備する工程を含む。水性のコーヒー抽出物は、可
溶性コーヒー固形物を含む。このような抽出物は例えば、挽いた焙煎コーヒーに温水を接
触させて、コーヒーから可溶性固形物を溶解させることによって製造される。水性のコー
ヒー抽出物は、当該技術分野において周知であり、凍結乾燥及び噴霧乾燥したコーヒー顆
粒の両方を提供するために使用される。
【００２２】
　本方法は、細挽きの挽いた焙煎コーヒー原料と、水性のコーヒー抽出物とを混合して、
第１の混合物を形成する工程を含む。この工程は単純に、好ましくは攪拌を伴う、組み合
わせ又は構成要素を伴う場合がある。混合工程は、高せん断のミキサーを使用して実行さ
れてよく、徹底した混合及び細挽きの焙煎コーヒーの均等分布が確実に行われる。
【００２３】
　第１の混合物内の総コーヒー固形物は、２５～７０ｗｔ％であることが好ましく、より
好ましくは４０～６０ｗｔ％、最も好ましくは５０ｗｔ％である。コーヒー固形物は、コ
ーヒー抽出物内の可溶性コーヒー固形物、及び細挽きの焙煎コーヒー原料を含む。固形物
が少なすぎると、除去する必要のある水の量により、噴霧乾燥処理の効率が悪くなる。固
形物が多すぎると、混合物の粘度が高くなり、噴霧乾燥処理装置の妨げになる。
【００２４】
　第１の混合物は、細挽きの焙煎コーヒー原料の５～２５ｗｔ％を含むことが好ましく、
より好ましくは１０～２０ｗｔ％、最も好ましくは約１５ｗｔ％である。この材料の量は
、最終飲料に最適な感覚刺激効果をもたらす。インスタントコーヒーは、約１５ｗｔ％の
微粉砕コーヒーを含むことが好ましい。本発明者らは、コーヒー抽出物にごく小さい割合
の微粉砕コーヒーを加えることにより（例えば、５ｗｔ％未満）、黒化の問題を軽減でき
ることを見出した。しかしながら、これにより挽いた焙煎原料を追加することで予期され
る効果が得られなくなる。２５ｗｔ％を上回ると、微粉砕コーヒーは結果として、過度に
苦い飲料になる。
【００２５】
　本方法は、第１の混合物を噴霧乾燥する工程を含むことが好ましい。噴霧乾燥テクニッ
クは、当該技術分野において周知である。噴霧乾燥は、３～１５ＭＰａ（３０～１５０バ
ール）の圧力で実行されることが好ましい。例として、噴霧乾燥した粒子は５００μｍ未
満のＤ５０、１５～５０ｇ／１００ｍＬの範囲の密度、及び５％未満の含水率を有するこ
とが好ましい。これらの値を得るために、温度及びガス注入率を調節することは、当業者
には容易であろう。
【００２６】
　１つの代替例においては、本方法は、噴霧乾燥する前に、細挽きの焙煎コーヒー原料を
水性環境において７０～１００℃の温度に加熱することを伴う。これは、２つの方法のい
ずれかで実現することができる。
【００２７】
　細挽きの焙煎コーヒー原料を水性環境において加熱する工程は、第１の混合物を加熱す
ることによって実行されることが好ましい。つまり、本方法は、細挽きの焙煎コーヒー原
料を準備することと、水性コーヒー抽出物を準備することと、細挽きの焙煎コーヒー原料
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と水性コーヒー抽出物とを混合して第１の混合物を形成することと、第１の混合物を７０
～１００℃の温度に加熱することと、第１の混合物を乾燥させること（好ましくは噴霧乾
燥）と、を含む。
【００２８】
　代替の実施形態では、細挽きの焙煎コーヒー原料を水性環境において加熱する工程は、
細挽きの焙煎コーヒー原料と或る量の水とを混合して、前駆混合物を準備する工程と、前
駆混合物を７０～１００℃の温度で加熱する工程と、を含み、第１の混合物は、前駆混合
物と水性コーヒー抽出物とを混合することによって形成される。つまり、細挽きのコーヒ
ー原料が或る量の水で熱処理され、水及び抽出物が更なるコーヒー抽出物に追加されてか
ら乾燥される。有利には、このアプローチは、熱処理工程による乾燥の前に、液体コーヒ
ー抽出物の熱分解を回避する。この代替例においては、液体コーヒー抽出物がより高い濃
度の固形物を有するため、第１の混合物の最終固形物が適切な濃度に達することが可能と
なる。
【００２９】
　１つの代替例においては、本方法は、噴霧乾燥する前に、細挽きの焙煎コーヒー原料を
水性環境において少なくとも１時間の持続時間にわたって５～７０℃の温度で維持するこ
とを伴う。これは、２つの方法のいずれかで実現することができる。
【００３０】
　細挽きの焙煎コーヒー原料を水性環境において維持する工程は、細挽きの焙煎コーヒー
原料を準備することと、
　水性コーヒー抽出物を準備することと、細挽きの焙煎コーヒー原料を水性のコーヒー抽
出物と混合して、第１の混合物を形成することと、第１の混合物を少なくとも１時間の持
続時間にわたって５～７０℃の温度に維持することと、第１の混合物を乾燥（好ましくは
噴霧乾燥）させることと、によって実行されることが好ましい。
【００３１】
　代替の実施形態では、細挽きの焙煎コーヒー原料を水性環境において維持する工程は、
細挽きの焙煎コーヒー原料と或る量の水とを混合して、前駆混合物を準備する工程と、前
駆混合物を少なくとも１時間の持続時間にわたって５～７０℃の温度に維持する工程と、
を含み、第１の混合物は、前駆混合物と水性のコーヒー抽出物とを混合することによって
形成される。つまり、細挽きのコーヒー原料は或る量の水で処理され、水及び抽出物が更
なるコーヒー抽出物に追加されてから乾燥される。有利には、このアプローチは、長い滞
留時間が大量生産に影響しないことから、コーヒーの大量生産における遅延を回避する。
【００３２】
　当然のことながら、細挽きの焙煎コーヒー原料を５～７０℃の温度に維持するための必
要条件は、出発物質及び／又は周囲環境の温度に応じて、混合物の加熱及び／又は冷却を
必要とする場合がある。
【００３３】
　本発明者らは、複数のパイロットプラント噴霧乾燥実験において、微粉砕コーヒー成分
を高温、好ましくは摂氏８５度を超える温度に曝してから乾燥処理を行い、これが、カッ
プ内の温水で最終生成物が作られたときの暗色の問題を緩和することを見出した。理論に
束縛されるものではないが、これは、熱処理が大体、通常カップ内で遭遇する温度である
ためと推測される。この処理は直ちに乾燥に進むため、風味成分が失われない。別の方法
としては、低い温度で滞留時間を長くすることで、コーヒー製品の風味を損なうことなく
、同じ技術上の利点を得られることが見出された。
【００３４】
　更に、それぞれの場合において、事前に抽出された焙煎コーヒー原料を使用することで
、クレマの着色問題を回避できるが、これは最初に抽出されていない原料の使用から生じ
る、有益な感覚刺激特性をもたらさない。この処理は、濃縮コーヒー抽出物で行うため、
挽いた焙煎コーヒー原料内で最も容易に抽出できる成分のみが抽出される。つまり、挽い
た焙煎原料は、この処理によって軽く抽出されるのみであり、コーヒーの香り及び味覚化
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合物からなる豊富な源は封じ込められたままとなる。実際に、これらの化合物の存在は、
最終コーヒー飲料の形成に使用されるコーヒー抽出物の濃度によってバランスが取られる
値になると推測される。細挽きの焙煎コーヒー原料は、使用済みのコーヒー粉を含まない
ことが好ましい。
【００３５】
　細挽きの焙煎コーヒー原料は、好ましくは８０～９５℃、より好ましくは８５～９０℃
の温度に加熱される。この温度の範囲は、飲料調製マシンで通常経験される温度、又はや
かんの水を使用するときの温度に対応する。したがって、同等の熱処理を使用することは
、その他の方法ではクレマに抽出されるであろう化合物のみが抽出されることを意味する
。
【００３６】
　細挽きの焙煎コーヒー原料は、水性環境において７０～１００℃、すなわち上述の開示
された温度に、好ましくは１分から３時間、より好ましくは１５分から１時間、最も好ま
しくは約４５分の持続時間にわたって加熱される。これは、クレマの変色を回避するうえ
で最大の効果を有することが見出された。当然のことながら、冷水（５～１０℃程度）か
ら７０℃の温度の水が、抽出を実行するために使用されてよい。しかしながら、必要とさ
れる処理時間が、必要な処理速度に対して過度に長くなる。したがって、あまり好ましく
ない実施形態では、細挽きの焙煎コーヒー原料が、水性環境において５～１００℃の温度
で事前に抽出される。
【００３７】
　別の方法としては、細挽きの焙煎コーヒー原料は、５～７０℃、好ましくは１０～６０
℃、より好ましくは２０～５０℃の温度で、水性環境において好ましくは１～３時間、よ
り好ましくは１時間～２時間の持続時間にわたって維持される。
【００３８】
　本方法は、乾燥の前に、第１の混合物にガスを導入する工程を更に含むことが好ましい
。これは、ドージングバルブを使用して実行することが可能であり、そのような方法は当
該技術分野において周知である。ガスは、窒素及び／又は二酸化炭素であることが好まし
い。二酸化炭素は、結果としてより暗いインスタントコーヒーを生成する。ガスは、５～
１５ＭＰａ（５０～１５０バール）、より好ましくは約９ＭＰａ（９０バール）で導入さ
れることが好ましい。
【００３９】
　本方法は、インスタントコーヒー原料のパッケージングを更に含むことが好ましい。パ
ッケージングは、ビン、ポット、又は詰め替え用袋など、従来のバルクインスタントコー
ヒーのパッケージングであり得る。あるいは、パッケージングは、飲料調製マシンでの使
用に適した飲料調製カプセルである場合がある。このようなマシンは周知であり、例えば
、Ｔａｓｓｉｍｏ（商標）マシンなどがある。
【００４０】
　当然のことながら、本明細書に開示されている方法に従って得られるインスタントコー
ヒーは、代替方法によって調製されたコーヒー組成物とは見るからに異なる。これは、焙
煎コーヒー原料が、未抽出ではなく、完全に抽出されてもいないためである。むしろ、イ
ンスタントコーヒーの本体を形成するコーヒー抽出物に存在する、コーヒー化合物の濃度
と調和する範囲で抽出される。
【００４１】
　更なる態様においては、本発明は、部分的に事前抽出された細挽きの焙煎コーヒー原料
を含むインスタントコーヒーを提供するものであり、このインスタントコーヒーは、泡立
ちインスタントコーヒー及び／又は噴霧乾燥したインスタントコーヒーであることが好ま
しい。
【００４２】
　更なる態様においては、本発明は、コーヒー飲料を調製する方法であって、本明細書に
記載されたインスタントコーヒーを水性媒体と接触させることを含む、方法を提供する。
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この水性媒体は高温、つまり、好ましくは７０～１００℃、より好ましくは８０～９５℃
の温度である。
【００４３】
　更なる態様においては、本発明は、コーヒー飲料を調製するためのカプセルであって、
水性飲料媒体の流入口、飲料の排出口、及びそれらの間の流路を含むカプセルを提供し、
該カプセルは本明細書に記載のインスタントコーヒーをこの流路に更に収容する。
【００４４】
　更なる態様においては、本発明は、本明細書に記載のとおり、コーヒー飲料を調製する
ための飲料調製システムであって、本明細書に記載のカプセルに水性飲料媒体を提供する
ための手段を含むシステムを提供する。この水性媒体は高温、つまり、好ましくは７０～
１００℃、より好ましくは８０～９５℃の温度である。
【００４５】
　本発明は以下の非限定的な図に関連して記載される。
　本発明の実施形態において、例えば以下の項目が提供される。
（項目１）
　インスタントコーヒーを製造する方法であって、
　細挽きの焙煎コーヒー原料を準備することと、
　水性のコーヒー抽出物を準備することと、
　前記細挽きの焙煎コーヒー原料と、前記水性のコーヒー抽出物とを混合して、第１の混
合物を形成することと、
　前記第１の混合物を乾燥させることと、を含み、
　乾燥する前に、前記細挽きの焙煎コーヒー原料が
　（ｉ）水性環境において７０～１００℃の温度に加熱される、又は
　（ｉｉ）水性環境で５～７０℃の温度で少なくとも１時間の持続時間にわたって維持さ
れる、方法。
（項目２）
　前記細挽きの焙煎コーヒー原料を水性環境で加熱する工程が、前記第１の混合物を加熱
することによって実行される、項目１に記載の方法。
（項目３）
　前記細挽きの焙煎コーヒー原料を水性環境で加熱する工程が、
　前記細挽きの焙煎コーヒー原料と、或る量の水とを混合して、前駆混合物を準備する工
程と、
　前記前駆混合物を７０～１００℃の温度で加熱する工程と、を含み、
　前記前駆混合物と前記水性のコーヒー抽出物とを混合することによって、前記第１の混
合物が形成される、項目１に記載の方法。
（項目４）
　前記第１の混合物を乾燥させる工程が、前記第１の混合物を噴霧乾燥する工程である、
項目１～３のいずれか一項に記載の方法。
（項目５）
　前記第１の混合物内の総コーヒー固形物が、２５～７５ｗｔ％である、項目１～４のい
ずれか一項に記載の方法。
（項目６）
　前記第１の混合物が、細挽きの焙煎コーヒー原料の５～２５ｗｔ％を含む、項目１～５
のいずれか一項に記載の方法。
（項目７）
　前記細挽きの焙煎コーヒー原料が、１～４０マイクロメートルのＤ５０を有する、項目
１～６のいずれか一項に記載の方法。
（項目８）
　前記細挽きの焙煎コーヒー原料が、８０～９５℃の温度に加熱される、項目１～７のい
ずれか一項に記載の方法。
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（項目９）
　前記細挽きの焙煎コーヒー原料が、１分から３時間の持続時間にわたって、７０～１０
０℃の温度に加熱される、項目１～８のいずれか一項に記載の方法。
（項目１０）
　前記方法が、乾燥の前に前記第１の混合物にガスを導入する工程を更に含む、項目１～
９のいずれか一項に記載の方法。
（項目１１）
　前記ガスが窒素及び／又は二酸化炭素である、項目１０に記載の方法。
（項目１２）
　前記ガスが、５～１５ＭＰａ（５０～１５０バール）の圧力で導入される、項目１０又
は項目１１に記載の方法。
（項目１３）
　前記方法が前記インスタントコーヒー原料のパッケージングを更に含む、項目１～１２
のいずれか一項に記載の方法。
（項目１４）
　項目１～１３のいずれか一項に記載の方法に従って得られるインスタントコーヒー。
（項目１５）
　部分的に事前抽出された、細挽きの焙煎コーヒー原料を含み、好ましくは泡立ちインス
タントコーヒー及び／又は噴霧乾燥したインスタントコーヒーである、インスタントコー
ヒー。
（項目１６）
　前記方法が、項目１４若しくは項目１５に記載されている、又は項目１～１３のいずれ
か一項に記載の方法に従って製造された、前記インスタントコーヒーと水性媒体とを接触
させることを含む、コーヒー飲料を調製する方法。
（項目１７）
　コーヒー飲料を調製するためのカプセルであって、前記カプセルが、水性飲料媒体の流
入口と、飲料の排出口と、それらの間の流路と、を含み、前記カプセルが、項目１４若し
くは項目１５に記載された、又は項目１～１３のいずれか一項に記載の方法に従って製造
された前記インスタントコーヒーを前記流路に更に収容する、カプセル。
（項目１８）
　項目１６に従ってコーヒー飲料を調製するための飲料調製システムであって、水性飲料
媒体を項目１７に記載の前記カプセルに提供するための手段を含む、システム。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１Ａ】本明細書に開示されているとおり、インスタントコーヒー組成物を保持するた
めに適した容器１を示す。
【図１Ｂ】コーヒー飲料調製システムを示す。
【図２Ａ】コーヒーのサンプルの抽出時間に対する、６２５マイクロメートルでのＵＶ吸
光度のプロットを示す。
【図２Ｂ】コーヒーのサンプルの抽出時間に対する、５２５マイクロメートルでのＵＶ吸
光度のプロットを示す。
【図３】Ａ～Ｃは、本明細書に開示されている方法工程のフローチャートを示す。具体的
には、図３Ａは、コーヒー抽出における高温での事前抽出を示す。図３Ｂは、別個の水タ
ンク内の高温での事前抽出を示す。図３Ｃは、コーヒー抽出における低温での事前抽出を
示す。
【００４７】
　これらの図で、同一の参照番号は、以下の特徴を開示する。
　Ａ－細挽きの焙煎コーヒー原料
　Ｂ－水性のコーヒー抽出物
　Ｃ－水量
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　Ｄ－混合工程
　Ｅ－滞留工程
　Ｆ－乾燥工程
【００４８】
　処理温度は、図に示されている。
【発明を実施するための形態】
【００４９】
　以降、本発明は、以下の非限定的な実施例に関連して記載される。
【実施例】
【００５０】
　（実施例１）
　不成功だった実験（実験１）では、噴霧乾燥する前に、液体コーヒー抽出物及び１５％
の微粉砕コーヒー固形分を混合した。噴霧乾燥前の混合物は、１５％の挽いた焙煎コーヒ
ー固形濃度、及び５０％の総固形濃度を含んでいた。結果として得られる泡の色は、いず
れの場合でも非常に暗く、むらが現れていた。
【００５１】
　更なる実験（実験２）では、１５％の微粉砕コーヒー固形分に対応する、液体コーヒー
抽出物及び微粉砕粉の混合物を約摂氏９５度に事前加熱し、噴霧乾燥する前に２時間この
温度で維持した。噴霧乾燥前の混合物は、１５％の挽いた焙煎コーヒー固形濃度、及び５
０％の総固形濃度を含んでいた。結果として得られる泡の色は、対照試料（実験１）より
もはるかに明るかった。
【００５２】
　更なる実験（実験３）では、コーヒー抽出物と混合する前に、等量の熱湯（約摂氏９５
度）と１５％の微粉砕粉をせん断混合してから、冷却した。この混合物は噴霧乾燥し、対
照試料（実験１）よりもはるかに明るい泡の色となった。噴霧乾燥前の混合物は、１５％
の挽いた焙煎コーヒー固形濃度、及び５０％の総固形濃度を含んでいた。この場合の泡の
色は、実験２の泡の色と非常に類似していた。
【００５３】
　更なる実験では本発明に基づかず（実験４）、１５％の微粉砕コーヒー固形分に対応す
る、液体コーヒー抽出物及び微粉砕粉の混合物を混合した。噴霧乾燥前の混合物は、１５
％の挽いた焙煎コーヒー固形濃度、及び５０％の総固形濃度を含んでいた。この混合物は
、窒素（質量約０．１％）を使用して注入し、結果として得られる生成物は、９ＭＰａ（
９０バール）スプレー圧で噴霧乾燥した。噴霧乾燥の設定点は、＜５％の水分及び約２２
０ｋｇ／ｍ３の密度の生成物を得るように変更した。
【００５４】
　更なる実験（実験５）では、１５％の微粉砕コーヒー固形分に対応する、液体コーヒー
抽出物及び微粉砕粉の混合物を混合し、約９０～９５℃の温度に事前加熱した。噴霧乾燥
する前の混合物は、１５％の挽いた焙煎コーヒーの固形濃度、及び５０％の総固形濃度を
含んでいた。この混合物は、窒素（質量約０．１％）を使用して注入し、その結果の生成
物は、９ＭＰａ（９０バール）スプレー圧で噴霧乾燥した。噴霧乾燥器の設定点は、＜５
％の水分及び約２２０ｋｇ／ｍ３の密度の生成物を得るように変更した。この場合の泡の
色は、実験４の泡の色よりはるかに明るかった。
【００５５】
　（実施例２）
　先の実験は、捕集ガスを含有する噴霧乾燥したＭｉｌｌｉｃａｎｏコーヒー（Ｃｒａｍ
ａ　Ｍｉｌｌｉｃａｎｏ　ＳＤ）を溶解するときに生成される暗い泡の色が、微粉砕（Ｍ
Ｇ）成分からの挽いた焙煎コーヒーの抽出物が泡に入るためであることを示唆している。
カップでコーヒーを作ると、時間とともに、泡の褐色化の強さが増すことが分かった。
【００５６】
　前処理により、ＭＧからの抽出を早期の段階で行い、作製時の泡への抽出の発生を防止
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する。この結果として、泡の色が明るくなる。異なる水温で泡の色への影響をテストする
ために使用した前処理の方法は、以下のとおりである。
【００５７】
　６つの異なる温度（２０、５０、６０、７０、８５、及び１００℃）の１０ｍＬの水を
１０ｇの微粉砕粉に加えることによって６つの異なるサンプルを作製した。これらのサン
プルは、次に、－６５℃で凍結させてから、実験室用凍結乾燥機で乾燥した。乾燥したサ
ンプルは、次に再粉砕し、別個に収容した。
【００５８】
　６つの異なるサンプルは、次に、標準的な噴霧乾燥コーヒー粉末に加え、３０％（０．
９ｇ）の微粉砕粉、７０％（２．１ｇ）のコーヒー粉末の割合を構成した。次に、８５℃
の水２００ｍＬをサンプルに加えた。
【００５９】
　テストした範囲の上限及び下限の温度（２０℃及び１００℃）の水で処理した、微粉砕
粉を含有する２つのサンプルによって、明白に実証されるとおり、水を使用してあらかじ
め行う微粉砕粉の前処理は、泡の色に明確な影響を与える。前処理したサンプルは、対照
試料である標準の微粉砕粉と比べて、明るい泡の色を有する。また、２０℃の水を使用す
る前処理も、１００℃の温水を使用する場合と同様に、影響はそれほど大きくないものの
、明るい泡の色を生成する効果があることが見られる。
【００６０】
　３つの異なるサンプルは、前処理済みサンプルと前処理なしサンプルとの間に違いがあ
るかどうかを調べるため、その粒径分布についてＭａｌｖｅｒｎを使用して分析した。し
かしながら、曲線は、異なるサンプルの粒径分布間に違いがないことを示した。これは、
前処理が、微粉砕粒子のサイズに影響しないことを示唆している。この結論から、抽出を
更に調査した。
【００６１】
　抽出をテストするため、サンプルはＵＶ分光法を使用して分析した。分析用に作製した
サンプルは、以下のとおりに作製した。
【００６２】
　１０個のサンプルは、標準的な微粉砕粉及び２つの異なる温度の水を使用して調製した
。最初の５つのサンプルは、標準的な微粉砕粉０．２５ｇに１００℃の水５ｍＬを加えて
調製した。微粉砕粉からなる５つのサンプルそれぞれは、水と接触した状態で異なる時間
置いた。前記５つのサンプルのタイミングは、０秒、１０秒、３０秒、６０秒、９０秒で
あった。
【００６３】
　各サンプルは、指定の時間が経過した後に濾過し、すべての微粉砕粉を除去し、濾液を
収集した。これらの濾液サンプル５００μＬを、その後、５０ｍＬの水で希釈した。次に
、ＵＶ分光器を使用して、これらの希釈したサンプル４０００μＬを分析した。
【００６４】
　次に、前記と同じ方法で２番目の５つのサンプルを調製したが、１００℃の水の代わり
に、室温の水を使用した。
【００６５】
　その結果を図２Ａ及び２Ｂに示す。下方の中空の円は、低温サンプルに関するものであ
り、（概して）上方の塗りつぶされた円は、高温サンプルに関するものである。
【００６６】
　提唱された仮説は、時間が増えるにつれ、抽出により、懸濁液内の可溶性固形物の割合
も増えるというものであった。結果は、温水を使用して作製されたサンプルでは、時間と
ともに光の吸収性が増すことを示しており、提唱された仮説及び抽出の説を支持すること
を示している。冷水のサンプルは、反対の傾向を示している。これはおそらく、時間とと
もに、可溶性固形物が冷水から分離して沈殿したため、可溶性固形物の存在は分析時に検
出されなかったという事実によって説明され得る。ＵＶ分光器分析から得た情報によると
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、前処理は微粉砕粉から可溶性固形を「事前抽出」することによって作用するため、飲料
の生成時に泡において発生しないものと思われる。
【００６７】
　実施例で実証されているとおり、高温の前処理工程は、低温の前処理工程よりも良い泡
をもたらす。更に、挽いた焙煎コーヒーは、部分的に抽出されるのみであるため、最終生
成物の風味が維持される。それにも関わらず、低温の前処理工程は、着色の低減に効果が
あり、最終生成物に良い風味をもたらすことが見出された。
【００６８】
　本発明の好ましい実施形態は本明細書に詳しく記載されているが、本発明又は添付の特
許請求の範囲を逸脱することなく変更を行えることが、当業者に理解されよう。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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